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主 要 判 決 全 文 紹 介

−令和３年（行ケ）第10140号、令和４年11月16日判決言渡−

裁判所は、取消事由１（訂正要件に関する判断の誤り）の有無について、本件発明５及び９の訂正は、本
件明細書に記載した事項の範囲内であるとして、理由なし、とし、取消事由５（明確性要件違反に関する判
断の誤り）について、本件発明６及び訂正された発明９は特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されて
いる場合（プロダクト・バイ・プロセス・クレーム）に該当し、本件発明６及び訂正発明９の電鋳管の構造
又は特性により特定する際不可能・非実際的事情が存在するときに限られるところ、被告はこのような事情
が存在しないことを認めている。この点から、本件発明６及び訂正発明９は明確であるということはできない、
として、取消事由５は理由があり、とした。請求項６及び請求項９を除いた請求項１及び請求項５は、取消
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≪知的財産高等裁判所≫
審決取消請求事件

（「電鋳管の製造方法及び電鋳管」特許無効審判審決取消訴訟）［上］（全２回）


